
参加資格

   参加費
     無料 　

   参加申込期間
     令和６年４月１日～令和６年８月３１日

無事故認定期間
     令和６年９月１日～令和６年１２月３１日

申込場所
     県内の警察署交通課窓口等    

     無事故認定期間中に交通事故の当事者とならなかった
     方に、抽選で 「3,000円相当の商品券」を贈呈します。

当選通知
     当選結果は、当選者の方のみに通知させていただきます。
       ※個人情報は、本キャンペーンの実施に関する事務においてのみ

         使用するものとし、交通安全賞贈呈後に廃棄します。　　　

　　　 

          ※警察職員から交通安全の話を聞く必要があります。　
          ※運転免許証の有無は問いません。

       ※申込時間は、平日の午前９時から午後４時まで

   交通安全賞

       千葉県内にお住まいの65歳以上の方

          ※誕生日がきていなくても、今年６５歳になる方は参加できます。

千葉県警察
シンボルマスコット
シーポック

認定期間を無事故で過ごして

を目指しましょう！
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通話録音メッセージで

相手に警告

番号表示で

相手を確認
留守番設定で

不要な電話に出ない

この通話を

録音します

このチャンネルはGoogle LLCのサービスを利用の下、千葉県警察本部総務部広報県民課が運用しています。（R6.1現在）

千葉県警察公式YouTube
はればれ運転＆サポカーS

千葉県警察公式YouTube
運転免許自主返納



車を運転する方へ歩いて外出する方へ
安全に道路を歩くためのポイント

自転車も「車両」です。

止まれの標識がある所では必ず一旦停止し、安全確認をしましょう。

自転車乗用中の事故で亡くなる原因の多くは、頭部への怪我です。

大切な命を守るためにもヘルメットを着用しましょう。

※令和５年４月１日から、全ての自転車利用者に対して

乗車用ヘルメット 着用の努力義務が課されています。

夕暮れ時からモノは見えにくくなります。いち早くあなたの

存在を周りに知らせるため、リフレクターをつけましょう。

千葉県では、自転車保険の加入が義務となっています。

事故の際にあなたと被害者を守るため、必ず加入しましょう。

自転車を運転する方へ


